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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】微細加工に用いることができる回転工具であっ
て、十分な強度または硬度を有することにより折損や摩
耗を生じさせにくく、しかも、平坦度の高い加工面を形
成可能な回転工具及び加工方法を提供する。
【解決手段】切れ刃１１を設けた軸体を有し、この軸体
を回転させて切れ刃で被削材Ｂを切削する回転工具Ａに
おいて、軸体に被削材に当接させて研削する研削面１４
を設ける。切れ刃による被削材の切削後に、切れ刃によ
って被削材に形成された加工面の少なくとも一部を研削
面で研削する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切れ刃を設けた軸体を有し、この軸体を回転させて前記切れ刃で被削材を切削する回転
工具において、
　前記軸体に前記被削材を当接させて研削する研削面を設けたことを特徴とする回転工具
。
【請求項２】
　前記研削面は、前記軸体とともに回転する前記切れ刃の回転方向の直後方に設けたこと
を特徴とする請求項１に記載の回転工具。
【請求項３】
　前記研削面は、前記軸体の回転軸から等距離となる円周面状に設けたことを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の回転工具。
【請求項４】
　前記軸体の少なくとも前記切れ刃及び前記研削面は、多結晶ダイヤモンド焼結体または
立方晶窒化ホウ素焼結体であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の回
転工具。
【請求項５】
　切れ刃が設けられた軸体を有する回転工具で被削材を切削する加工方法において、
　前記軸体には前記被削材に当接させて研削する研削面を設け、
　前記切れ刃による前記被削材の切削後に、前記切れ刃によって前記被削材に形成された
加工面の少なくとも一部を前記研削面で研削することを特徴とする加工方法。
【請求項６】
　前記被削材に対する前記回転工具の送り速度及び／又は回転速度を調整して、逃げ角を
有する回転工具の逃げ面を研削面として利用することを特徴とする請求項５に記載の加工
方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転工具及び加工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
 従来、高硬度材料の加工は砥石による研削によって行われていたが、近年では耐摩耗性
の優れた工具用の材料が開発され、このような工具用の材料を用いることにより高硬度材
料を加工可能な工具が提案されている。
【０００３】
　このような高硬度材料を加工する工具の形態の一つとして、エンドミルやボールエンド
ミルなどの回転工具が知られている。この回転工具には、所要の形状とした切れ刃を略円
柱状とした軸体の先端に設け、軸体を回転させることにより切れ刃で被削材を切削してい
る。
【０００４】
　切れ刃を備えた回転工具では、軸体とともに回転する切れ刃の回転方向の直後方にいわ
ゆる逃げ面を設けており、切れ刃による切削後に回転工具または被削材が移動することに
よって回転工具の切れ刃以外の部分が被削材と接触しないように構成している（例えば、
特許文献１または特許文献２参照。）。
【０００５】
　すなわち、逃げ面は、回転する軸体の回転軸からの距離を、回転軸から切れ刃の先端ま
での距離よりも小さくしているものであって、いわゆる逃げ角の大きさは、回転工具の被
削材に対する相対的な送り速度を勘案して決定している。
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【０００６】
　図面を用いて簡単に説明すると、図７に示すように、回転工具ａは、円柱状とした軸体
先端の工具先端部100に切れ刃110を設けており、軸体とともに回転する切れ刃110の回転
方向の直後方に逃げ面120を設けている。一般的に、工具先端部100は高硬度材料で形成し
ており、靱性に優れた金属材料からなる台金100'にロー付け等の接着手段で接着固定して
いる。
【０００７】
　この回転工具ａは、軸体を回転させながら所定の送り速度で被削材に対して相対的に移
動させ、被削材を切削している。なお、固定した被削材に対して回転工具ａを移動させな
がら切削を行ってもよいし、回転工具ａを固定して被削材を移動させながら切削を行って
もよいし、被削材と回転工具ａの両方をそれぞれ移動させながら切削を行ってもよい。
【０００８】
　回転工具ａで被削材を切削する場合には、図８（ａ）に示すように、軸体とともに回転
している切れ刃110を被削材ｂに押し当て、図８（ｂ）に示すように軸体の回転にともな
って切れ刃110を回転させるとともに、回転工具ａの被削材ｂに対する相対的な送りを行
って被削材ｂを切削している。なお、説明の便宜上、図８（ｂ）では、回転工具ａによる
切削によって生じた切屑を省略している。
【０００９】
　軸体先端の工具先端部100には逃げ面120を設けていることにより、切れ刃110による切
削後、軸体を回転させながら回転工具ａを切削方向に送っても、図８（ｃ）及び図８（ｄ
）に示すように、回転工具ａが被削材ｂに接触する干渉が生じることなく回転工具ａを送
るようにしながら、切れ刃110を１回転させて被削材ｂの新たな切削を行うこととしてい
る。
【特許文献１】特開２００５－０１４２０２号公報
【特許文献２】実開昭６３－０４７８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このように、回転工具では、切れ刃を設けた軸体に逃げ面を設けて、被削材と回転工具
とを干渉させることなく切削可能としているが、逃げ面を設けた場合には、逃げ面部分の
軸体が細くなることにより刃先部分の強度及び剛性が低下することとなって、切れ刃に折
損や摩耗が生じやすくなるという不具合があった。
【００１１】
　本発明者らはこのような現状に鑑み、微細加工にも用いることができる回転工具であっ
て、十分な強度または硬度を有することにより折損や摩耗を生じさせにくい回転工具の研
究開発を行い、本発明を成すに至ったものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の回転工具では、切れ刃を設けた軸体を有し、この軸体を回転させて切れ刃で被
削材を切削する回転工具において、軸体に被削材に当接させて研削する研削面を設けた。
【００１３】
　また、研削面は、軸体とともに回転する切れ刃の回転方向の直後方に設けた。これによ
り、軸体に逃げ面を形成する必要がなく、軸体の強度及び剛性が低下することを防止でき
るので、切れ刃の折損や摩耗が生じることを抑制できる。
【００１４】
　また、研削面は、軸体の回転軸から等距離となる円周面状に設けた。これにより、研削
面によって被削材を連続的に研削でき、この連続的な研削によって加工面を平坦化して面
粗度を小さくすることができる。
【００１５】
　また、軸体の少なくとも切れ刃及び研削面は、多結晶ダイヤモンド焼結体または立方晶



(4) JP 2008-229764 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

窒化ホウ素焼結体とした。多結晶ダイヤモンド焼結体及び立方晶窒化ホウ素焼結体は強度
、硬度とも非常に高い材料であるので、微細加工に用いる工具を形成するには好適で、特
に微細工具の作成においては、例えば直径１．０ｍｍ以下の微細工具の作成に好適であり
、工具先端部の全てをこれらで形成することによって極めて高品質の回転工具とすること
ができる。
【００１６】
　また、本発明の加工方法では、切れ刃が設けられた軸体を有する回転工具で被削材を切
削する加工方法において、軸体には被削材に当接させて研削する研削面を設け、切れ刃に
よる被削材の切削後に、切れ刃によって被削材に形成された加工面の少なくとも一部を研
削面で研削することとした。さらに、被削材に対する回転工具の送り速度及び／又は回転
速度を調整して、逃げ角を有する回転工具の逃げ面を研削面として利用することを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、切れ刃が設けられた軸体に、被削材に当接させて研削する研削面を設
けた回転工具としたことによって、被削材と回転工具とを干渉させないように回転工具の
軸体に逃げ面を設けるのではなく、軸体に研削面を設けて回転工具を被削材に接触させ、
軸体を回転させることにより研削面で被削材を研削することができる。
【００１８】
　したがって、軸体に逃げ面を形成する必要がなくなることにより軸体が細くなることを
防止でき、軸体の強度及び剛性が低下することを防止できるので、切れ刃に折損や摩耗が
生じることを抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の回転工具及び加工方法では、回転する軸体に切れ刃を設けて被削材を切削可能
とした回転工具において、軸体に被削材に当接させて研削する研削面を設け、軸体の回転
にともなって研削面を回転させて被削材を研削可能としているものである。
【００２０】
　すなわち、回転工具では、切れ刃で被削材を切削する切削手段と、研削面で被削材を研
削する研削手段とを備えているものである。したがって、被削材の切削処理において、切
削手段と研削手段とに分散させて切削及び研削を行うことができ、回転工具に作用する局
所的な負荷を低減させることができる。あるいは、切れ刃のみを設けている場合と同じ局
所的な負荷が作用する状態では、研削面による研削の分だけ作業効率を向上させることが
できる。
【００２１】
　軸体に設ける切れ刃は、被削材を切削可能となっていればよく、例えば、図１（ａ）に
示すように、円柱状とした軸体の工具先端部10の周面の一部を平坦化することにより平坦
面13を設けて、この平坦面13と工具先端部10の周面とが交わる平坦面13の一方の端縁部分
を切れ刃11とすることができる。ここで、平坦面13は、いわゆる「すくい面」である。な
お、すくい面は平坦面13で構成する場合に限定するものではなく、中央部を窪ませた凹状
面であってもよく、工具先端部10の周面とすくい面との交差部分おいて被削材に剪断力を
作用させることができるエッジが形成されていれば、すくい面はどのような形状であって
もよい。
【００２２】
　また、切れ刃11が設けられた工具先端部10は、周面全体を研削面14としている。
【００２３】
　特に、研削面14は、軸体の回転軸から等距離となる円周面状に設けている。したがって
、回転工具Ａは、図１（ａ）に示すように、軸体を回転させて切れ刃11で被削材Ｂを切削
するとともに、切れ刃11による切削によって露出した被削材Ｂの加工面に、工具先端部10
に設けた研削面14を接触させることができる。
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【００２４】
　しかも、回転工具Ａは、軸体を回転させながら被削材Ｂに対して切削方向に相対的に送
られることにより、研削面14で被削材Ｂを研削することができる。
【００２５】
　回転工具Ａは、研削面14を被削材Ｂに接触させている間は、軸体の回転と、被削材Ｂに
対する回転工具Ａの送りによって、図１（ｂ）及び図１（ｃ）に示すように被削材Ｂを研
削することができる。
【００２６】
　なお、図８に示した従来例のように、被削材を切れ刃によって断続的に切削した場合に
は、切れ刃が軸体とともに回転するために円形の軌跡を有しているので、回転工具による
切削後には被削材の加工面に連続した凹状の窪みが形成されることとなって加工面の面粗
度が大きくなるのに比べ、工具先端部10に設けた研削面14で被削材Ｂを研削することによ
り、図１に示すように、被削材Ｂの研削後の加工面の面粗度を小さくすることができ、加
工面の平坦性を向上させることができる。
【００２７】
　特に、工具先端部10における研削面14を軸体の回転軸から等距離となる円周面状に設け
た場合には、研削面14によって被削材Ｂを連続的に研削でき、この連続的な研削によって
加工面を平坦化して面粗度を小さくすることができる。しかも、回転工具Ａの成形も容易
である。なお、研削面14による研削後における加工面のうち、送り方向寄りの部分には、
当然ながら円周面状の研削面14によって湾曲した加工面が形成されている。
【００２８】
　図１（ｄ）中、20は研削面14による研削によって除去された被削材Ｂの被研削領域であ
り、この被研削領域20の分だけ被削材Ｂが除去されていることにより、次に切れ刃11で被
削材Ｂを切削する際の被削材Ｂの切削量を少なくすることができる。したがって、切れ刃
11による切削時に、切れ刃11及び工具先端部10に作用する応力を小さくすることができ、
切れ刃11の折損や摩耗を抑制することができる。
【００２９】
　また、被研削領域20の分だけ被削材Ｂが除去されていることにより、次に切れ刃11で被
削材Ｂを切削した際に加工面に形成される突部の突出量を小さくすることができ、加工面
の面粗度を小さくすることができる。ここで、加工面に形成される突部は、回転工具Ａの
すくい面の分だけ軸体が回転する間に、被削材Ｂに対して回転工具Ａが相対的に送られる
ことにより、切れ刃11による切削の開始位置が回転工具Ａの送り方向にずれることによっ
て生じているものである。
【００３０】
　なお、研削面14は、工具先端部10の周面全体に設ける場合に限定するものではなく、少
なくとも工具先端部10とともに回転する切れ刃11の回転方向の後方のどこかに設けるだけ
でもよい。
【００３１】
　特に、切れ刃11の回転方向の直後方に研削面14を設けた場合には、切れ刃11の回転方向
の直後方に逃げ面を形成する必要がなく、逃げ面の形成にともなって工具先端部10が細く
なることを防止できるので、工具先端部10の強度及び剛性を向上させることができる。
【００３２】
　しかも、切れ刃11の回転方向の直後方に研削面14を設けた場合には、逃げ面が存在しな
いことにより、切れ刃11を頑強に支持することができるので、切れ刃11に折損や摩耗が生
じることを抑制できる。
【００３３】
　さらに、切れ刃11によって被削材Ｂに形成された加工面を研削面14で直ちに研削するこ
とができるので、加工面を仕上がりの劣る切削面ではなく、仕上がり面のきれいな研削面
とすることができ、外観の向上を図ることができる。
【００３４】
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　なお、工具先端部10の周面に部分的に研削面14を設ける場合には、研削面14が形成され
ていない工具先端部10の周面が被削材Ｂと干渉することを防止するために、研削面14が形
成されていない工具先端部10の周面には被削材Ｂと非接触となる逃げ面を設けておくこと
が望ましい。
【００３５】
　このような回転工具Ａにおいて、工具先端部10を多結晶ダイヤモンド焼結体（以下、「
ＰＣＤ」という。）または立方晶窒化ホウ素焼結体（以下、「ＣＢＮ」という。）で構成
した場合には、高硬度材料の加工性の優れた回転工具Ａを提供できるだけでなく、多結晶
体であるＰＣＤやＣＢＮの表面における結晶の粒界をそのまま研削面として用いることが
できる。したがって、ＰＣＤ製やＣＢＮ製の回転工具Ａでは、切れ刃11を形成するための
すくい面だけ形成することにより、研削面を備えた回転工具Ａを形成できる。
【００３６】
　図１では、工具先端部10をＰＣＤ等で一体に形成したものを示している。ＰＣＤやＣＢ
Ｎ等の素材の高強度、高硬度特性は、数μｍオーダーの微細加工を施す際の工具として好
適に利用でき、工具先端部10の直径を１ｍｍ以下にした場合でも十分な強度を確保できる
ものとなる。特に、本発明のように工具形状を工夫して強度を確保した構造は、より微細
とした工具を提供可能とすることができる。
【００３７】
　特に、ＰＣＤやＣＢＮなどで工具先端部10を形成する際には、結晶の粒界の大きさを調
整することにより研削性能を調整することができ、研削効率を要求する場合には結晶の粒
界を大きくすることが望ましく、加工面の仕上がり状態を重視する場合には、結晶の粒界
を小さくすることが望ましい。
【００３８】
　また、研削面は、ＰＣＤやＣＢＮの表面には、必要に応じて放電加工やショットブラス
トなどを施し、研削面の凹凸形状の調整を行ってもよい。また、凹凸形状における突部の
高さを揃えることによって、研削面により研削された加工面の面粗度をさらに小さくする
ことができる。
【００３９】
　このように構成される回転工具Ａを用いることにより、高硬度材料からなる被削材Ｂに
対して様々な加工を施すことができる。
【００４０】
　また、回転工具の切れ刃によって切削を行って、さらに連続して研削面で研削を行うた
めには、上記のような回転工具を形成するのが望ましいが、従来のように、逃げ角を有す
る逃げ面が形成された回転工具においても、回転工具の回転数及び／又は回転工具の送り
速度を調整することによって、切れ刃で切削した後に逃げ面を被削材に接触させることが
可能となるので、その接触面、すなわち逃げ面を研削可能な状態にしておけば、同様な加
工を可能とすることができる。
【００４１】
　また、回転工具Ａは、図１に示したように、工具先端部10に１つの切れ刃11を設ける場
合に限定するものではなく、図２示すように円柱状とした軸体の工具先端部10'に第１平
坦面13'-1と第２平坦面13'-2の互いに平行な２つの平面によってすくい面をそれぞれ設け
て、２つの切れ刃11',11'を設けてもよい。
【００４２】
　この場合、図２に示すように、工具先端部10におけるすくい面が形成されたすくい面領
域Ｓと、研削面14が形成される逃げ面領域Ｔとの比率を調整することにより、回転工具に
おける切削量及び研削量を調整できる。
【００４３】
　なお、切れ刃の配設数は３つ以上としてもよく、例えば、図３（ａ）及び図３（ｂ）に
示すように、切れ刃11"を設けた複数のブロック体15"を、軸体10"の先端部に設けた円盤
状の支持プレート16"に装着して回転工具としてもよい。
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【００４４】
　ここで、ブロック体15"は、図３（ｂ）に底面図で示すように、底面視において略８分
の１円弧状としたブロック体であって、このブロック体15"の一方の端面をすくい面17"と
するとともに、ブロック体15"の外周面には研削面18"を設けて、すくい面17"と研削面18"
とで形成されるエッジを切れ刃11"としている。
【００４５】
　支持プレート16"には、ブロック体15"を嵌合装着可能とした嵌合部（図示せず）を等間
隔で設けており、本実施形態では、４つのブロック体15"を装着している。支持プレート1
6"に装着されたブロック体15"は、それぞれの研削面18"を同一の円弧上に位置させている
。
【実施例】
【００４６】
　具体的な実施例として、ダイヤモンドの一次粒子を５μｍとしたＰＣＤで、図４に示す
ように、先端に直径約５０μｍの略半球状の先端部を備えた軸体30を準備し、この軸体30
の先端に放電加工によって回転軸に対して約４５°の角度を有する平坦面33を形成して、
この平坦面33をすくい面とする回転工具を形成した。
【００４７】
　なお、平坦面33は、すくい面として切れ刃31を形成するためだけでなく、回転工具にお
ける回転中心を除去するためのものであり、略半球状の先端部における最先端部を平坦面
33の形成にともなって除去している。
【００４８】
　この回転工具はＰＣＤ製であるので、平坦面33の外周縁のエッジ部分以外は研削面とな
っている。
【００４９】
　この回転工具を用いて、硬さが2600(25.2GPa)Hvの超合金に、□0.4mm×0.2mmの凹状プ
リズムを形成した。切れ刃31には多少の切屑の付着は見られたが、損耗が生じることなく
凹状プリズムを形成できた。
【００５０】
　本実施例では、先端を半球状とした軸体30に１つの平坦面33を設けているだけであるが
、例えば、図５に示すように、複数の平坦面33'を設けてもよい。特に、複数の平坦面33'
を設ける場合には、軸体30の周面にスパイラル状に配置することが望ましい。
【００５１】
　なお、軸体30の先端の工具先端部に設けられる平坦面33,33'は切れ刃31を形成するため
に設けているものであり、単なる平坦面として形成するだけでなく、例えば凹面状に形成
することによりシャープなエッジからなる切れ刃を形成可能としてもよい。
【００５２】
　図４に示す工具形状の場合、加工深さ、すなわち工具先端からの距離に応じてすくい面
と逃げ面の比率が変わるので、上記した理由により切削量と研削量の比率が変わることと
なる。そこで、図５に示す工具形状のように複数の平坦面33'をスパイラル状に配置した
場合には、工具先端から各距離で軸体30を横断する横断面に現れる円周上のすくい面と逃
げ面の比率を略一定に調整することができる。しかも、切削と研削がより小さな多数の領
域で行われるので、工具に作用する局所的な負荷を分散できるとともに、切削の断続間隔
を短くすることができるので、加工面の面粗度をより小さくすることができる。
【００５３】
　また、軸体30の先端の工具先端部には、図６に示すようにスパイラル状に溝35を形成し
て切れ刃31"を形成してもよい。この場合、溝35が切屑の排出路となることにより、切屑
が研削面に付着して研削能力が低下することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態に係る回転工具による切削処理の説明図である。
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【図２】他の実施形態の回転工具の説明図である。
【図３】他の実施形態の回転工具の説明図である。
【図４】実施例の回転工具の説明図である。
【図５】変形例の回転工具の説明図である。
【図６】変形例の回転工具の説明図である。
【図７】従来の回転工具の説明図である。
【図８】従来の回転工具による切削処理の説明図である。
【符号の説明】
【００５５】
　Ａ　回転工具
　Ｂ　被削材
　10　工具先端部
　13　平坦面
　11　切れ刃
　14　研削面
　20　被研削領域

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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